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○海上運送法施行規則（昭和二十四年運輸省令第四十九号）（抄） 
 

第六章 先進船舶の導入等の促進 
 

（先進船舶導入等計画の認定の申請） 

第四十二条の九 （略） 

２ （略） 

３ 第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に

係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類

をそれぞれ添付するものとする。 

臨時船舶建造調整法（昭和二十八年法律第

四十九号）第二条の許可 

臨時船舶建造調整法施行規則（昭和二十八年運輸省令第四

十二号）第二条及び第三条に規定する書類 

臨時船舶建造調整法第四条第一項の承認 臨時船舶建造調整法施行規則第七条に規定する書類 

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第

一項又は第二十三条の三十二第一項の許可 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則（昭和二十六年運

輸省令第九十一号）第十四号様式による特例許可申請書 

 

（先進船舶導入等計画の記載事項） 

第四十二条の十 法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置 

二 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項 

 

（認定通知書） 

第四十二条の十一 国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項（同条第六項において準用する場合を含

む。）の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知す

るものとする。 

２ 前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書

類を添えて行うものとする。 

 

（先進船舶導入等計画の変更の認定申請） 

第四十二条の十二 法第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しよう

とする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げ

る書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。 

３ 第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 

 

（報告） 
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第四十二条の十三 法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認

定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとす

る。 
 

第七章 特定船舶の導入の促進 

 

（特定船舶） 

第四十二条の十四 法第三十九条の十九第一項の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制そ

の他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資

するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。 

 

（特定船舶導入計画の認定の申請） 

第四十二条の十五 法第三十九条の二十第一項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者

は、第十八号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 

一 特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等（法第三十九条の十九第二項第三号に

規定する船舶運航事業者等をいう。）に関する次に掲げる書類 

イ 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 

⑴ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 

⑵ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 

ロ 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類 

⑴ 定款又は寄付行為の謄本 

⑵ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類 

ハ 個人にあつては、次に掲げる書類 

⑴ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し 

⑵ 資産調書 

二 導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類 

イ 次に掲げる事項を記載した書類 

⑴ 当該特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者の住所及び氏名並びに事業基盤強化計画認定番

号 

⑵ 当該特定船舶に関する次に掲げる計画要目 

（ⅰ） 用途 

（ⅱ） 総トン数 

（ⅲ） 載荷重量トン数 

（ⅳ） 主要寸法（長さ、幅及び深さ） 

（ⅴ） 機関の種類、数及び連続最大出力 

（ⅵ） 航海速力 

（ⅶ） 航行区域 

⑶ 建造計画に関する次に掲げる事項 

（ⅰ） 船体の製造工場名 

（ⅱ） 使用予定船台の番号 
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（ⅲ） 当該特定船舶の製造番号 

（ⅳ） 起工、進水及び竣工の予定期日 

（ⅴ） 建造契約価格及びその内訳 

ロ 一般配置図 

ハ 製造仕様の概要を記載した書類 

ニ 作業計画を記載した書類 

ホ 当該特定船舶の使用計画を記載した書類 

ヘ 当該特定船舶の建造に係る契約書の写し 

３ 第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三

の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとすると

きは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類（前項に規定する書類を除く。）をそれぞ

れ添付するものとする。 

４ 国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十

第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 

 

（準用規定） 

第四十二条の十六 第四十二条の十から第四十二条の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用す

る。この場合において、第四十二条の十中「第三十九条の十一第二項第五号」とあるのは「第三十九条の二

十第二項第五号」と、第四十二条の十一第一項中「第三十九条の十一第四項（同条第六項において準用する

場合を含む。）」とあるのは「第三十九条の二十第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）」と、

同条第二項中「第十五号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「第四十二条の九第一項」とあるのは「第

四十二条の十五第一項」と、第四十二条の十二第一項中「第三十九条の十一第五項」とあるのは「第三十九

条の二十第五項」と、「第十六号様式」とあるのは「第二十号様式」と、同条第二項中「第四十二条の九第

二項各号」とあるのは「第四十二条の十五第二項各号」と、同条第三項中「第四十二条の九第三項」とある

のは「第四十二条の十五第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「第四十二条の十六において準用す

る第一項」と、第四十二条の十三中「第三十九条の十八」とあるのは「第三十九条の三十五」と、「第十七

号様式」とあるのは「第二十一号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計

画」と読み替えるものとする。 



第十八号様式（第 42 条の 15 関係） 

 

特定船舶導入計画の認定申請書 
 

    年  月  日  
 
   国土交通大臣 殿 

     
住 所 
氏名又は名称 
代表者の氏名 

 
 
海上運送法第39条の20第１項の規定により、下記の特定船舶導入計画の認定を申

請します。 
 
 

記 
 
 
１．特定船舶の導入の目標及び内容 
 
 
２．実施体制 
 
 
３．計画期間 
 
 
４．特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
 
 
５．特定船舶の導入計画の認定により受けようとする支援措置 
 
 
６．特定船舶導入計画の実施に当たって特に留意すべき事項 
 
 
７．先進船舶導入等計画の認定の特例を受けようとする場合にあっては、その内容
等  

 
 
（備考） 
 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
 
 



第十九号様式（第 42 条の 16 において準用する第 42 条の 11 関係） 

特定船舶導入計画の認定通知書 

 

第 号 

  年  月  日 

 

          殿 

     

国土交通大臣      ㊞ 

 

  

下記による認定申請書及び添付書類に記載の特定船舶導入計画について、海上運

送法第39条の20第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、認定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．申請年月日     年  月  日 

 

２．認定した特定船舶導入計画の内容 

 

別添のとおり。 

 

（注意） この通知書は、大切に保存しておいてください。 



第二十号様式（第 42 条の 16 において準用する第 42 条の 12 関係） 

特定船舶導入計画の変更の認定申請書 

 

    年  月  日 

 

   国土交通大臣 殿 

     

住 所 

氏名又は名称 

代表者の氏名       

 

  

下記の特定船舶導入計画について、下記のとおり変更したいので、海上運送法第

39 条の 20 第５項の規定により、認定を申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更しようとする特定船舶導入計画の概要 

【 認 定 通 知 書 番 号 】 第 号 

【認定通知書交付年月日】     年  月  日 

２．変更しようとする事項 

 

 

 

３．変更しようとする理由 

 

 

 

４．当該特定船舶導入計画の実施状況 

 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



第二十一号様式（第 42 条の 16 において準用する第 42 条の 13 関係） 

 

特定船舶導入計画の実施状況に関する報告書 
 

  年  月  日  
 
   国土交通大臣 殿 

     
住 所 
氏名又は名称 
代表者の氏名       

 
  
下記の特定船舶導入計画の実施状況について報告します。 

 
 

記 
 
 
１．特定船舶導入計画の概要 
 
【 認 定 通 知 書 番 号 】 第 号 
 
【認定通知書交付年月日】     年  月  日 
 
２．報告に係る計画の期間 
 
 
 
３．特定船舶導入計画の認定により受けた支援措置 
 
 
 
４．特定船舶の導入の目標の達成状況 
 
 
 
５．実施した特定船舶導入計画の内容 
 
 
６．その他留意すべき事項 
 
 
 
（備考） 
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
 
２ 根拠となる資料を別途作成の上、添付すること。 
 


